
技－1

高知県開発許可技術基準

第１節 目 的

この技術基準は、良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせようとするこ

とをねらいとした基準であり、この基準は条例第５条の規定に基づき、法、政令及び省令の定

めのほか、本県の実状を勘案して定めた開発行為に関する必要最低限の基準である。

また、この技術基準に記載のない事項については、「盛土等防災マニュアル」及び同解説等を

参考とする。

第２節 適用範囲

１ 適用範囲（法第 29 条第１項第１号、第２項本文）

この技術基準の適用を受けるのは、次に示すそれぞれの区域ごとに定めた規模以上の開発

行為を行う場合とする。

２ 複数の区域にわたる場合の適用範囲（法第 29 条第３項）

（１） 開発区域が、市街化区域(Ａ)、非線引都市計画区域(Ｂ)又は都市計画区域外の区域

(Ｃ)のうち２以上の区域にわたる場合においては、次に掲げる要件のいずれかに該当

する開発行為

ア 当該開発区域の面積が１ha(10,000 ㎡)以上

Ａ＋Ｂ＋Ｃ≧１ha

イ 市街化区域又は非線引都市計画区域の２以上の区域における開発区域の面積の合計

が、3,000 ㎡以上

Ａ＋Ｂ≧3,000 ㎡

ウ 市街化区域における開発区域の面積が、1,000 ㎡以上

Ａ≧1,000 ㎡

エ 非線引都市計画区域における開発区域の面積が、3,000 ㎡以上

Ｂ≧3,000 ㎡

（２） 開発区域が、市街化区域（Ａ）、非線引都市計画区域（Ｂ）又は都市計画区域外の区

域(Ｃ)と市街化調整区域（Ｄ）とにわたる場合については、その開発行為の規模にかか

わらず全て適用する。

区 域 の 区 分 規 模

都市計画区域
線引都市計画区域

市街化区域 開発区域の面積が1,000㎡

市街化調整区域 面積の制限はなく全て対象

非線引都市計画区域及び準都市計画区域 開発区域の面積が3,000㎡

都市計画区域外 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域 開発区域の面積が10,000㎡
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３ 開発行為の範囲（条例第３条）

次のいずれかに該当し、全体の面積が前記の１又は２の規模以上となる開発行為を行う場

合は、この基準を適用する。

（１） 相互に隣接する土地で行われる開発行為が、次のいずれにも該当する場合

ア それぞれの開発区域の土地の所有者又は開発行為をしようとする者が、同一、二親等

内の血族又は夫婦であるとき。

イ 開発行為に着手する日が、隣接する土地の開発行為の完了した日から１年以上経過し

ていることを証明できないとき。

（２） 相互に隣接する土地で行われる開発行為のうち、道路、公園その他公共施設の設置

を伴うものが、次のいずれにも該当する場合

ア 公共施設の設置が、機能的に一体のものと認められるとき。

イ 開発行為に着手する日が、隣接する土地の開発行為の完了した日から５年以上経過し

ていることを規則で定める方法により証明できないとき。

また、上記に該当しない場合であっても「盛土等規制法」の規定により、「事業者の同一

性」、「物理的一体性」、「機能的一体性」、「時期的近接性」の観点から総合的に一体性を

有すると認められる盛土等の工事は、一体開発として全体の許可が必要となる場合がありま

す。
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○ 一体開発となる場合の参考例

（例－１）市街化区域で、同一事業者（申請者）が隣接地を１年以内に開発する場合

（例－２）市街化区域で、隣接する同一権利者の土地を１年以内に開発する場合

（例－３）市街化区域で、公共施設の設置が機能的に一体と認められる隣接する土地の開発を

５年以内に行う場合

事業者:Ｃ氏

権利者:Ａ氏

A1=900 ㎡

（許可不要）

既存道路

事業者:Ｃ氏 事業者:Ｃ氏

権利者:Ａ氏 権利者:Ｂ氏

A1=900 ㎡ A2=600 ㎡

（開発済） （新規開発）

既存道路

開発区域面積

＝A1+A2

＝1,500 ㎡＞1,000 ㎡

※開発許可が必要

（開発済部分を含む）

１年以内

事業者:Ｃ氏

権利者:Ａ氏

A1=900 ㎡

（許可不要）

既存道路

事業者:Ｃ氏 事業者:Ｄ氏

権利者:Ａ氏 権利者:Ａ氏

A1=900 ㎡ A2=600 ㎡

（開発済） （新規開発）

既存道路

開発区域面積

＝A1+A2

＝1,500 ㎡＞1,000 ㎡

※開発許可が必要

（開発済部分を含む）

１年以内

開発道路
A1=900 ㎡

（許可不要）

既存道路

A2=600 ㎡

（新規開発）

A1=900 ㎡

（開発済）

開発道路

開発区域面積

＝A1+A2＝1,500 ㎡＞1,000 ㎡

※開発許可が必要

（開発済部分を含む）



技－4

第３節 基本事項

１ 既存計画との整合

道路、公園、広場、その他の公共の用に供する空地、上下水道、消防水利施設及び予定建築

物の用途は、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がない

ような規模及び構造で適当に配置され、当該開発区域に都市計画施設の整備計画、道路改良

及び河川改修等の計画がある場合は、設計がこれに適合していること。

２ 現地調査等

（１） 現況調査

開発区域、及びその周辺の道路、排水施設、その他の公共施設等について、その位置、規

模及び利用状況等の現況について十分調査しておくこと。

（２） 境界の確定

当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土

地の区域内の土地又はこれらの区域に隣接して公共施設がある場合については、境界を明

示し、当該公共施設の管理者の立ち会いのうえ、境界を確定すること。

３ 申請者の資力・信用（法第 33 条第１項第 12 号）

開発行為の申請者は、当該事業を完遂するための資金的能力及び誠実に許可条件等を遵守

して当該事業を遂行していくことができる能力がある者かつ暴力団員と関係を有する事業者

等に該当しないこと。(自己居住用の開発行為及び開発面積が１ha 未満の自己業務用の開発

行為など一部の開発行為を除く。)

４ 工事施行者の能力（法第 33条第１項第 13号）

開発行為の工事施行者は、当該開発行為に関する全ての工事を、公共施設等に被害をもた

らすことなく完成させるための必要な能力がある者であること。(自己居住用の開発行為及び

開発面積が１ha 未満の自己業務用の開発行為など一部の開発行為を除く。)

５ 権利者の同意（法第 33 条第１項第 14号）

開発行為をしようとする場合は、次に掲げる権利者の相当数の同意を得ていること。

（１） 当該開発行為をしようとする区域内の土地の権利者

（２） 当該開発行為をしようとする区域内にある建築物、その他の工作物の権利者

（３） 当該開発行為に関する行為をしようとする区域内の土地の権利者

（４） 当該開発行為に関する行為をしようとする区域内にある建築物、その他の工作物の

権利者
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ア 「権利者」の範囲

（ア） 土地

所有権、永小作権、地上権、賃借権、質権、(根）抵当権、先取特権等を有する者

のほか、土地が保全処分の対象となっている場合は、その保全処分をした者を含む。

（イ） 工作物

所有権、賃借権、質権、（根）抵当権、先取特権を有する者のほか、土地改良施設

がある場合は、その管理者を含む。

イ 「相当数の同意」の要件

権利者の３分の２以上の同意があり、同意した者のうち所有権及び借地権を有する者

のそれぞれ３分の２以上の同意が必要であり、かつ、同意した者が所有する土地の地積と

同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積の合計が、土地の総地積と借

地権の目的になっている土地の総地積との合計の３分の２以上であることが要件とされ

ているが、許可後における紛争等を未然に防止するため、許可申請時までに「権利者」す

べての同意が得られるようにしておくこと。

６ 公共施設の管理者の同意等（法第 32 条、政令第 23条）

（１） 公共施設管理者との協議・同意

ア 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする

土地の区域内に公共施設がある場合には、あらかじめ、用地又は施設の交換、廃止、管

理、帰属及び利用に関し、当該管理者と協議し、同意を得ること。

イ 開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設がある場合には、あら

かじめ、用地又は施設の管理、帰属及び利用に関し、当該公共施設を管理することとなる

者と協議すること。

また、開発区域の面積が 20ha 以上の開発行為については、あらかじめ、次に掲げる

者（開発区域の面積が 40ha 未満の場合は、（ウ）と（エ）に掲げる者を除く。）と協議

すること。

（ア） 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務

者

（イ） 当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条第５項に規定する水道事業者

（ウ） 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第２条第１項第９号に規定する一般

送配電事業者及び同項11号の３に規定する配電事業者並びにガス事業法第２条第

６項に規定する一般ガス導管事業者

（エ） 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道

経営者

ウ 公共施設の範囲としては、施設の機能を維持管理する上で必要な部分（擁壁、ガード

レール、水路、舗装、法面等）を含むものとする。
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（２） 一次放流先の管理者の同意

開発区域内の下水（雨水及び汚水）を放流することとなる施設の管理者の同意（一次放

流先の管理者の同意で可）を得ること。

また、一次放流先の排水の同意を得る際には「放流に関する意見書」を添付すること。

「放流に関する意見書」については、放流先となる施設の管理者が、排水能力、利水の状況

その他の状況を把握するために、地区の代表者（土木委員、地区長等）から求めるものであ

る。

７ 他法令との調整

開発行為を行うにあたり、他法令の規定に基づく許認可等を要する場合にあっては、事前

にその措置を講じておくこと。

８ 開発行為に伴い設置される公共施設の管理（法第 39 条）

公的主体に帰属させることとする。ただし、やむを得ず民有地のまま管理される場合は、

当該公共施設の土地について分筆を行い、管理協定を締結する等適切な管理をすること。

９ 敷地面積の最低限度（法第 33 条第４項、条例第７条）

自己の用に供する建築物以外にあっては、良好な住居等の環境の形成又は保持のために、

開発区域内において予定される建築物の敷地面積における最低限度は 100㎡とする。

なお、最低敷地規模規制は、建築確認で最終的に確認するので、完了公告後の分割売買は

注意すること。
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第４節 技術基準

１ 用途地域等への適合

（１） 用途地域等への適合（法第 33条第１項第１号）

当該申請に係る開発区域内の土地について、次の用途地域等が定められているときは、

予定建築物等の用途が当該用途地域等に適合していること。ただし、建築基準法第 48条に

基づく特定行政庁の許可を受けた場合においては、この限りでない。

ア 用途地域［例：高知広域都市計画区域、中村都市計画区域、宿毛都市計画区域］

イ 特別用途地区［例：大規模集客施設制限地区（中村都市計画区域内の準工業地域全域）

等］

ウ 特別用途制限地域

エ 居住環境向上用途誘導地区

オ 特定用途誘導地区

カ 流通業務地区

キ 港湾法第 39条第１項の分区［例：高知広域都市計臨港地区、須崎都市計画臨港地区等］

（２） 地区計画等への適合（法第 33条第１項第５号）

当該申請に係る開発区域内の土地について、次の地区計画等が定められているときは、

予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定め

られていること。なお、開発許可を受けた土地の区域内であっても、建築物の建築等を行う

際には、改めて届出・勧告制度の対象となる。

ア 地区計画（法第 12条の５第５項各号に規定する施設の配置及び規模が定められている

再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められているものに限

る。）[例：前山、高知テクノパーク等］

イ 防災街区整備地区計画（地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画又は防災街区

整備地区整備計画が定められているものに限る。）

ウ 歴史的風致維持向上地区計画（歴史的風致維持向上地区整備計画が定められているも

のに限る。）

エ 沿道地区計画（幹線道路の沿道の整備に関する法律第９条第４条第１号に規定する施

設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定めら

れているものに限る。）

オ 集落地区計画（集落地区整備計画が定められているものに限る。）［例：植田集落地区

計画］
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２ 公共の空地（法第 33 条第１項第２号）

自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあ

っては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地（消防に必要な水利が十分でない場

合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が、環境の保全上、災害の防止上、通行の

安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発

区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められてい

ること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこ

れに適合していること。

２－１ 道 路 （政令第 25 条第１号～第５号）

開発区域内に設けられる道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路

の機能を阻害することなく、かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当

該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように開発区域内だけのことを考

えるにとどまらず設計されていること。

※ 接続道路、幹線道路、区画道路を総称して「開発道路」という。

開発道路は、開発区域の端部を避けて配置すること。ただし、開発区域の敷地の形状、

又は開発区域の周辺の土地利用の態様等により、やむを得ないと認められる場合を除く。

幹線道路

(開発面積≧1.5ha)

接続道路

開発区域

既存道路

区画道路
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（１） 幅 員

ア 有効幅員の考え方

（ア） 既存道路

側溝蓋無し

側溝蓋有り

(イ） 接続道路、幹線道路、区画道路

イ 既存道路

（ア） 予定建築物等の敷地に接する既存道路（政令第 25 条第２号、省令第 20 条、第

20 条の２）

自己の居住の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、予定建

築物の用途及び敷地の規模等に応じて、次の幅員以上の既存道路（建築基準法第 42

条第１項に規定する道路）が予定建築物等の敷地に接していること。ただし、既存道

路に接して行われる一敷地の単体的な開発行為にあっては、開発区域の規模及び形

状並びに開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に応じて、接する既存道路

の有効幅員は、4.0ｍ以上とすることができる。

予定建築物の用途及び敷地の規模 有効幅員

住宅の敷地

6.0ｍ～12.0ｍ住宅以外の建築物の敷地
1,000 ㎡未満

第一種特定工作物の敷地

上記以外 9.0ｍ～12.0ｍ

有効幅員

有効幅員

有効幅員

※側溝蓋有りでも有効幅員には含まない
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（イ） 開発区域内の主要な道路が接続する既存道路（政令第 25 条第４号）

自己の居住の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為で、開発区域内に新

たな道路を設置する場合にあっては、開発区域内の主要な道路は、開発区域外の次

の幅員の既存道路（建築基準法第 42 条第１項に規定する道路）に接続しているこ

と。

ただし、次の規模の開発行為であって、開発区域周辺の道路の状況によりやむを得

ないと認められるときは、車両の通行に支障がない範囲で下表の幅員の既存道路に

接続することができる。

【既存道路の有効幅員】

※ (イ)のただし書は、道路管理者と協議のうえ、当該既存道路沿いの建物の連た

ん状況及び狭隘部分の長さ等から拡幅することが極めて困難であること等、真に

やむを得ないと認められる場合であって、かつ、既存道路の交通量及び交通内容並

びに開発に伴う発生交通等からみて車両の通行に支障がない道路であると認めら

れるときに適用するものとする。

ウ 接続道路（政令第 25条第１号）

接続道路とは、開発区域内の主要な道路と既存道路（区域外の接続先道路）とを接続

する道路を指し、その有効幅員は、開発区域内の道路の最大幅員以上とする。

エ 幹線道路、区画道路（政令第 25 条第２号、第 25条第３号、条例第６条）

自己の居住の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、予定建築

物の用途及び敷地の規模等に応じて、下の表Ａに示す幅員以上の道路（幹線道路、区

画道路）が予定建築物等の敷地に接していること。

予定建築物の目的 幅 員

主として住宅の建築 有効幅員 6.5ｍ以上

住宅以外の建築 有効幅員 9.0ｍ以上

開発区域 予定建築物 1.0ha未満 1.5ha未満 3.0ha未満 5.0ha未満 10.0ha未満

都市計画 住 宅 4.0ｍ以上 4.0ｍ以上 5.0ｍ以上 6.5ｍ以上 6.5ｍ以上

区 域 内 住宅以外 5.0ｍ以上 5.0ｍ以上 6.5ｍ以上 6.5ｍ以上 6.5ｍ以上

都市計画 住 宅 4.0ｍ以上 4.0ｍ以上 5.0ｍ以上 6.5ｍ以上

区 域 外 住宅以外 5.0ｍ以上 5.0ｍ以上 6.5ｍ以上 6.5ｍ以上
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【表Ａ】

（ア） 幹線道路

ａ 開発区域の面積が 1.5ha 以上の開発行為で、開発区域内に新たに道路を設置す場

合においては、開発区域の土地利用計画や周辺の土地の利用状況等により、必要に応

じて、次の幅員以上の幹線道路を設置すること。

予定建築物の用途及び敷地の規模 有効幅員

住宅の敷地

6.0ｍ～12.0ｍ住宅以外の建築物の敷地
1,000㎡未満

第一種特定工作物の敷地

上記以外 9.0ｍ～12.0ｍ

開発区域の規模 有効幅員 標準図番号

1.5ha以上 3.0ha未満 8.0ｍ （Ａ）

3.0ha以上 10.0ha未満 10.0ｍ （Ｂ）

10.0ha以上 12.0ｍ （Ｃ）

1.00 3.00 3.00 1.00

8.00ｍ

10.00ｍ

0.501.00 2.503.003.00

12.00ｍ

2.50 0.50 3.00 0.50 2.503.00

標準図（Ａ）

標準図（Ｂ）

標準図（Ｃ）
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ｂ 市街化調整区域における開発区域の面積が 10ha 以上の開発行為（主として第二

種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）にあっては、予定建

築物等の敷地から 250ｍ以内の距離に有効幅員 12.0ｍ以上の道路が設けられている

こと。なお、開発区域外に既に適合する道路があれば、新たに設ける必要はない。

ｃ 公共事業等により道路整備を行う場合の道路幅員は、事業者（道路管理者）と別

途協議し、決定することとする。

ｄ 道路側溝を道路幅員内に設置する場合は、車道部をさけ蓋掛けとすること。

（イ） 区画道路

ａ 原則として表Ａ(技－11 頁)に示す幅員とするが、開発区域の規模、予定建築物の

用途、区画道路の延長及び形状により、やむを得ないと認められる場合は、表Ｂ(技

－13 頁)に示す幅員とすることができる。
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【表Ｂ】 予定建築物の用途が専用住宅、併用住宅の場合における区画道路の有効幅員

単位：ｍ

(1)

区画道路の延長

L
L＜70 70≦L＜120 L≧120

区画道路の幅員

W
W≧4.0 W≧5.0 W≧6.0

(2)

区画道路の延長

L1
L1＜70 70≦L1＜120 L1≧120

区画道路の延長

L2
L2＜12 L2≧120 L2の延長に関係なく

区画道路の幅員

W1
W1=4.0 W1=4.0 W1=5.0 W1=6.0

区画道路の幅員

W2
W2=5.0 W2=6.0 W2=6.0 W2=6.0

(3)

区画道路の延長

L
L＜70 70≦L＜120 L≧120

区画道路の幅員

W
W≧4.0 W≧5.0 W≧6.0

(4)

区画道路の延長

L1
L1＜70 70≦L1＜120 L1≧120

区画道路の延長

L2
L2＜120 L2≧120 L2の延長に関係なく

区画道路の幅員

W1
W1≧4.0 W1≧4.0 W1≧5.0 W1≧6.0

区画道路の幅員

W2
W2≧5.0 W2≧6.0 W2≧6.0 W2≧6.0

(5)

画道路の延長

L1 or L2
L1＜35 35≦L2＜70 L2≧70

区画道路の幅員

W1 or W2
W1≧4.0 W2≧5.0 W2≧6.0

(6)

区画道路の延長

L1 or L2
L1＜35 35≦L2＜70 L2≧70

区画道路の延長

L3
L3＜70 L3≧70 L3の延長に関係なく

区画道路の幅員

W1 or W2

W1≧4.0
W1≧4.0 W2≧5.0 W2≧6.0

区画道路の幅員

W3
W3≧5.0 W3≧6.0 W3≧6.0 W3≧6.0
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注１ 区画道路の幅員は、道路有効幅員とする。なお、道路有効幅員は道路舗装幅とする。

２ 図中の斜線部は既存道路であり、その幅員は既存道路の幅員基準を満足していること。

３ 専用住宅、併用住宅以外の住宅（共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋、その他これらに類する

用途をいう｡）については、最低有効幅員Ｗ=5.0ｍ以上、住宅以外の建築物又は第１種特定

工作物については、最低有効幅員Ｗ=6.0ｍ以上とする。

４ 上記形状以外の場合については、上記の考えに準じて別途協議し、決定すること。

５ 開発区域に接する既存道路に道路側溝がない場合は、新たに道路側溝を設けることを原

則とし、道路管理者と協議のうえ、決定すること。

区画道路の標準図（参考）

ｂ 真にやむを得ず、道路敷内に電柱、標識等を建立する場合は、道路側溝に蓋をか

ける等により有効幅員を確保すること。
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（２） 道路の構造（法第 33 条第１項第２号）

ア 横断勾配

道路の横断勾配は、片勾配を付ける場合を除き、車道は２％ 、歩道は 1.5％とする。

イ 縦断勾配

道路の縦断勾配は、原則として６％以下が望ましいが、やむを得ない場合は下表のとお

りの勾配かつ制限長とする。また、歩道等を設ける場合にあたっては､５％を超えないよ

うにすることが望ましいが、やむを得ない場合は８％以下とすることができる。

なお、幹線道路及び接続道路の交差部における縦断勾配は、交差部から 15.0ｍ以上の

区間が 2.5％以下であること。

また、勾配が変化する箇所には、緩和（縦断）曲線を設けること。

縦断勾配 （％）

制限長（ｍ）

ウ 合成勾配

合成勾配は、11.5％以下とし、短区間で交通安全上支障がない場合は、12.5％以下と

する。

エ 舗装

舗装については、アスファルト舗装厚 5.0cm（路盤厚 20.0cm ）以上とする。

幹線道路の舗装厚については、CBR 試験により舗装構成を決定すること。

オ 道路の排水施設

（ア） 幹線道路については、国土交通省土木構造物標準設計等によること。（原則とし

てＵ型側溝）

道路の区分 規定値 特例値 備考

幹線道路 ６ ９

区画道路 ９ 12

縦断勾配
制 限 長

幹線道路 区画道路

６％を超え ７％以下 500 －

７％を超え ８％以下 400 －

８％を超え ９％以下 300 －

９％を超え 10％以下 － 100

10％を超え 12％以下 － 50

合成勾配＝ (横断勾配)２＋(縦断勾配)２
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（イ） 区画道路については、次の各号を標準とすること。（原則としてＵ型側溝）

ａ 最小通水断面は、幅 Ｗ=30cm × 深さ Ｄ=30cm とする。ただし、下流水路の関係

で、流水勾配が取れない場合には、最高点の深さを 15cm とすることができる。

ｂ 蓋をかける場合には、鋼製蓋（グレーチング）又はコンクリート製蓋とし、10ｍに

つき鋼製蓋（グレーチング）を１枚設置すること。

ｃ 鋼製蓋（グレーチング）の規格は、次のとおりとする。

幹線道路 ････････ T-20（20t 用）

区画道路 ････････ T-14（14t 用）

ｄ 必要に応じて鉄筋コンクリート構造として補強すること。

カ 階段状道路（省令第 24 条第４号）

道路は、階段状でないこと。ただし、歩行者専用道路で通行の安全上支障がないと認

められる階段状道路(踏面が 30cm 以上、けあげ 15cm 以下)にあっては、この限でない。

キ 袋路状道路（省令第 24 条第５号）

道路は、袋路状でないこと。ただし、避難上及び車両の通行上支障がない次の場は、

この限りでない。

（ア） 当該道路の延長が予定されている場合（近い将来具体化することが確実なもの。

（イ） 当該道路と他の道路との接続が予定されている場合（近い将来具体化することが

確実なもの。）

（ウ） 道路延長が、35ｍ未満の場合

（エ） 歩行者専用道路、避難通路、公園等に接続する場合

（オ） 次のいずれかの転回広場を設ける場合
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ク 街角せん除（隅切り）（省令第 24条第６号）

（ア） 道路が接続する箇所又は道路のまがりかどには、次表に示す値の隅切りを設ける

こと。

標準隅切り長（A） （単位：ｍ）

（イ） 開発道路が次のいずれかに該当し、かつ、交通の安全上支障がないと認められ

る場合は、片側隅切りとすることができる。この場合は、標準隅切り長（A）の 1.5

倍以上としなければならない。

ａ 開発道路を河川、水路等に接して築造する場合で、これと交差する既存道路の橋

梁、欄干等により隅切りができない場合。

ｂ 既存の家屋、高い堅固な擁壁、若しくはがけ等があり、隅切りを設けることが著

しく困難と認められる場合。

ただし、この場合は反射鏡の設置等の有効な措置を講ずること。

道路有効幅員 6.0ｍ未満 6.0ｍ 8.0ｍ 10.0ｍ 12.0ｍ以上

6.0ｍ未満 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 5 . 4 . 3

6.0ｍ 4 . 3 . 2 6 . 5 . 4 6 . 5 . 4 6 . 5 . 4 6 . 5 . 4

8.0ｍ 4 . 3 . 2 6 . 5 . 4 6 . 5 . 4 6 . 5 . 4 6 . 5 . 4

10.0ｍ 4 . 3 . 2 6 . 5 . 4 6 . 5 . 4 6 . 5 . 4 6 . 5 . 4

12.0ｍ以上 5 . 4 . 3 6 . 5 . 4 6 . 5 . 4 6 . 5 . 4 6 . 5 . 5
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ケ 歩 道（政令第 25条第５号、省令第 24 条第７号）

（ア） 幅員 9.0ｍ以上の道路は、歩車道が分離されていること。

（イ） 歩道は、縁石により車道と分離されており、必要に応じて柵、その他の構造物

を設置すること。

（ウ） 歩道の舗装は、アスファルト舗装厚さ３cm、路盤厚さ 10cm を標準とすること。

（エ） 歩道は、原則セミフラットタイプとすること。

コ 防護施設（法第 33 条第１項第２号）

（ア） 道路が、がけ、水路等に接している場合又は屈曲部で必要と認められる場合に

は、ガードレール、カーブミラー、照明灯等の防護施設を設置すること。

（イ） 原則として防護柵を設置する箇所は、次のとおりとする。

ａ 路側面の高さが、次の図の斜線の部分の区間

ｂ 池沼、河川、水路等に近接している必要と認められる区間

ｃ 道路が、鉄道又は他の道路と５ｍ以内に近接して並行する区間

ｄ 車道幅員が、急激に狭くなっている区間

ｅ 橋梁、高架等の前後の区間

ｆ 歩行者の転落、横断防止のために必要な区間

ｇ その他必要と認められる区間
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２－２ 公園、緑地又は広場（法第 33 条第１項第２号）

（１） 適用範囲（政令第 25条第６号、第７号、省令第 21 条）

自己の居住用及び主として第二種特定工作物の建設目的で行う開発行為以外の開発行為

にあっては、次の規模以上の公園、緑地又は広場を設けること。

なお、各施設の目的は以下のとおりである。

公 園・・・・ 主として住民の遊戯、運動、その他レクリエーション、災害時の避難

場所等として利用できるもの

緩衝緑地・・・・ 工場等より発生する騒音、震動、悪臭などの公害の防止や緩和、災害

の防止等や、開発区域周辺との景観の調和を目的としたもの

都市緑地・・・・ 主として開発区域周辺の自然環境の保全・改善及び景観の向上を目的

としたもの

広 場・・・・ 主として住民の集会、行事等の交流の場所として利用できるもの

ただし、開発区域の面積が５ha 未満の場合であって、次のいずれかに該当する場合は、

この限りではない。

ア 面積的にも誘致距離の点からも開発区域内の居住者が支障なく利用できる規模及び状

態で既存の公園等が存在する場合

イ 市街地内の業務系用途に係る建築物が集積している区域等公園の周辺区域の土地利用

形態が住宅地と異なっている場合

ウ 建築基準法の総合設計制度等により建築計画上有効、かつ、十分な空地が確保される

場合

開発の目的・規模 公園等の規模 施設の種類

住 宅

0.3ha～5.0ha 全体面積が開発面積の３％以上 公園、都市緑地、広場

5.0ha～20ha
全体面積が開発面積の３％以上
１箇所 300㎡以上
1,000㎡以上が１箇所以上

公園

20ha～
全体面積が開発面積の３％以上
１箇所 300㎡以上
1,000㎡以上が２箇所以上

公園

住宅以外

0.3ha～5.0ha 全体面積が開発面積の３％以上
公園、都市緑地、広場、
緩衝緑地

5.0ha～20ha
全体面積が開発面積の３％以上
１箇所 300㎡以上
1,000㎡以上が１箇所以上

公園、都市緑地、広場、
緩衝緑地

20ha～
全体面積が開発面積の３％以上
１箇所 300㎡以上
1,000㎡ 以上が２箇所以上

公園、都市緑地、広場、
緩衝緑地
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（２） 公園の位置、構造（省令第 25 条）

ア 公園は、住民の利便、災害の防止、避難活動等に適するよう原則として開発区域の中央

平坦部に設けること。また、予定建築物等の用途等を考慮して、公園等のうち必要なもの

をできる限り１箇所か２箇所程度にまとめて設置すること。

イ 高圧線の下となるところ、高層建築物の影となるところ、季節風が吹き抜けるところ

等も適当でないので避けること。

ウ 車両通行の著しい幹線道路沿いは、子供の飛び出し等があるのでなるべく避けること。

エ 面積が 1,000 ㎡ 以上の公園にあっては、２箇所以上の出入口が配置されていること。

また、出入口の幅は、緊急避難を考慮して 2.5ｍ以上とし、門柱、車止め等を設け、

むやみに車両が進入しないような措置を講ずること。

オ 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用

者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。

カ 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び 15 度以下の勾配で設け

られていること。ただし、公園計画面積が３％を超える場合であって、超える面積の敷地

の勾配が、遊技施設等を有効に配置、利用できるときは、15 度を超えるものであっても

差し支えない。

キ 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。

ク 公園は、さく、へい、花壇、その他の防備施設により道路、宅地等と区分され、かつ、

安全が保たれていること。

ケ 公園には、地元市町村と協議のうえ、開発工事完了前に事業者の負担により植樹、遊

戯、公益施設を設置すること。なお、植樹した樹木が移管後１年以内に枯死したときは、

事業主の責任において、樹木の植え替えを行うこと。

２－３ 消防の用に供する貯水施設（法第 33条第１項第２号、政令第 25 条第８号）

消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防法第 20 条第１項の規定

による勧告に係る基準に適合していない場合において設置する貯水施設（消火栓・貯水池等）

は、当該基準に適合しているものであること。

なお、設計が消防水利の基準に適合しているか否かの判断は、当該開発区域を管轄する消

防署との協議、同意をもって、本基準に適合するものとする。
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３ 排水施設

３－１ 排水施設（法第 33 条第１項第３号）

排水路その他の排水施設が、開発区域内の下水道法第２条第１号に規定する下水を有効に

排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生

じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。

（１） 排水施設の勾配・断面等（政令第 26条、省令第 22条）

ア 開発区域内の排水施設は、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、降水量等から

想定される汚水、雨水を有効に排出できるように、管渠の勾配及び断面積が定められて

いること。

イ 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開

発区域内の下水を有効、かつ、適切に排出することができるように、下水道、排水路その

他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。

この場合において､放流先の排水能力がなくやむを得ないと認められるときは、放流先

の河川、水路を改修するか、又は雨水に限り区域内において一時雨水を貯留する洪水調整

池を設けること。

ウ 雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄なものを含む。）

以外の下水は、原則として、暗渠によって排出できるように定められていること。

※ 排水面積は、流域単位で考え地形の状況等により、当該開発区域外の土地の部分も

含めて考慮すること。

支線

開発区域

幹線

調整池

既存水路及び調整池
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ａ 計画雨水量

１
Ｑ ＝ * Ｃ * Ｉ * Ａ （合理式）

３６０

Ｑ：計画雨水量［㎥/sec］、Ａ：集水面積［ha］、Ｉ：降雨強度［mm/hr］

ａ
Ｉ ＝ （クリーブランド型降雨強度式）

ｔ
ｎ

+ ｂ

ｔ
ｎ
：継続時間［min］、ｎ,ａ,ｂ：地方定数

※ 降雨確率年は、集水面積が 1.0ha 未満の場合は 10 年とし、集水面積が

1.0ha 以上の場合は 30 年とする。

※ 地方定数については高知県土木部河川課がＨＰで公表している県下主要

観測所の短時間降雨強度より、開発区域に最も近い観測所の強度式を参

考とし、継続時間は 10 分として差し支えない。

Ｃ：流出係数 開発後 ゴルフ場、運動場等 0.80

上記以外 0.90

開発前 山林、畑 0.60

田 0.75

住宅地 0.90

ｂ 排水路の流量

Ｑ ＝ Ａ * Ｖ （マニングの式）

Ｑ：流量［㎥/sec］

Ａ：排水路の断面積［㎡］

Ｖ：流速［ｍ/sec］

1
Ｖ ＝ * Ｒ

2/3
* Ｉ

1/2

ｎ

ｎ：粗度係数

プレキャストコンクリート製品の場合 0.015

現場打ちコンクリートの場合 0.025

Ｒ：径深［ｍ］＝Ａ/Ｐ

Ｐ：潤辺長［ｍ］

Ｉ：勾配（分数又は少数）
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ｃ 排水路の断面積

排水路の断面積は、開水路の場合、水深を８割として断面の大きさを決定するこ

と。

暗渠の場合は、計画下水量を 1.2 倍して満流計算で断面の大きさを決定すること。

Ｑ＝設計流量*1.2

（開水路） （円形管の暗渠）

ｄ 排水路の流速

排水路の流速は、3.0ｍ/sec 以下とすること。

なお、排水路の勾配が急になり、最大流速が 3.0ｍ/sec を超すような結果になる

ときは、適当な間隔に段差を設けて勾配を緩くし、流速を 3.0ｍ/sec 以下にするこ

と。

理想的な流速は、1.0～3.0ｍ/sec 程度である。

なお、排水路の最低勾配は 0.4％とする。

階段工

Ｖ ＝ 3.0ｍ/sec 以上の場合 ⇒

落差工

D0.8H
H
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（２） 排水施設の構造・能力（省令第 26条）

ア 排水施設は、原則としてコンクリート造りであること。

イ 公共の用に供する排水施設は、次のとおりであること。

（ア） 維持管理上支障がない場所（公共の用に供する空地等）に設置されていること。

（イ） 暗渠である部分の内径又は内のり幅は、30cm 以上であること。

ウ 暗渠である部分の次に掲げる箇所には、桝又はマンホールが設けられていること。

（ア） 暗渠の始まる箇所（最上流端）

（イ） 下水の流水方向、勾配又は断面が著しく変化する箇所

（ウ） 管渠の長さがその内径又は内のり幅の 120 倍を超えない範囲において管渠の維

持管理上必要な箇所

エ 枡又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべき枡又はマンホールにあっては、密閉す

ることができるふたに限る。）が設けられていること。

オ 枡又はマンホールの底には、深さ 15cm 以上の泥だめが設けられていること。

３－２ 洪水調整池

開発に伴い開発区域の流出状況が変化し、河川等の流量を増加させる場合に、下流の河川

等の排水施設に流下能力がなく、河川改修等に代わる手段として設置する調整池について、

開発区域の面積が５ha 以上の場合については、「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準（案）」

(日本住宅公団、日本河川協会 昭和 46 年７月)(住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、

日本河川協会昭和 62 年３月)を準用し、開発区域の面積が５ha 未満の場合については、第５

節「小規模開発に伴う調整池設計基準」によること。

また、洪水調整池を公園など他の施設との多目的に利用を図り、土地の有効利用や都市環

境の整備を図る場合には、調整池を管理することとなる者と協議し、「宅地開発に伴い設置

される洪水調節（整）池の多目的利用指針（案）」（昭和 61年４月）によること。
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４ 給水施設（法第 33 条第１項第４号）

自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあ

っては、水道その他の給水施設が、当該開発区域について想定される需要に支障を来さない

ような構造及び能力で適当に配置されるよう設計が定められていること。

（１） 水道の配水計画

水道の配水計画については、次によること。

ア 上水道から直接各戸に引込む場合は、当該開発区域を管轄する水道管理者の審査を受

け、公共水道の技術基準に合わすこと。

イ 上水道から受水槽に取水し、自家用ポンプにより各戸配水する場合は、当該開発区域

を管轄する水道管理者の審査を受け、将来、公共水道の改良によりアの方式に変更する

場合、再工事の必要を生じないように公共水道の技術基準に合わし、現在の水道施設に

ついては専用水道の確認を受けなければならない。

専用水道

（ア） 給水人口 100 人 以上

（イ） φ25ｍｍ以下 のパイプ 1,500ｍ以上

（ウ） 受水槽 Ｖ=100 ㎥ 以上

ウ 井戸から自家用ポンプによる各戸配水する場合は、井戸水の水質検査（保健所）と水量

を確認の上、専用水道の確認を受け、かつ、将来公共水道に接続できるよう公共水道の技

術基準に合わすこと。

エ 各戸に自家用井戸を設置する場合は、許可できないので計画しないこと。

５ 公共施設、公益施設（法第 33 条第１項第６号、政令第 27 条）

主として住宅の建築の用に供する目的で行う 20ha 以上の開発行為にあっては、当該開発行

為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設（行政施

設、集会施設等）が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及

び規模で配置（開発者が自ら整備すべき旨を定めたものではなく、用地として確保する意）

されていること。

ただし、既存のものが利用できる場合は、この限りでない。
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６ 防災・安全措置（法第 33条第１項第７号、政令第 28条）

地盤の沈下、がけ崩れ又は出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地につ

いて、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設

計が定められていること。

また、「宅地造成及び特定盛土等規制法」（以下「盛土規制法」という。）第 10条第１項

の宅地造成等工事規制区域内又は同法第 26 条第１項の特定盛土等規制区域内で行う都市計

画法の開発許可の対象となる宅地造成又は特定盛土等に関する工事を行う場合は、法第 33 条

第１項第７号の規定により、盛土規制法第 13条又は第 31 条の基準に適合させること。

盛土規制法第 13 条及び第 31 条の技術的基準の詳細については、「高知県盛土規制法に関

する技術的基準」を参照すること。

また、次に掲げる都市計画法の規定による技術的基準についても合わせて適合を確認する

こと。

６－１ 軟弱地盤対策（政令第 28 条第１号）

開発区域内の地盤が軟弱である場合には、地盤の沈下はもとより、区域外にも及ぶことが

ある圧密による被害を防止するため、土の置換え、各種のドレーン工法による水抜きその他

の措置が講ぜられていること。

盛土規制法で
規定する区域

宅地造成等工事規制区域
（盛土規制法第 10 条第１項）

特定盛土等規制区域
（盛土規制法第 26条第１項）

適合の対象となる
工事

開発行為に関する工事
盛土等規制法第 30条第１項の
許可を要する規模の開発行為
に関する工事

適合させる基準 盛土等規制法第 13 条の規定 盛土等規制法第 31 条の規定
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（１） 軟弱地盤の判定

軟弱地盤の分布が予想される箇所で開発事業等を行う場合、あるいは開発事業等に伴う

事前の調査ボーリングの結果から地層に粘土等の存在が明らかになった場合には、標準貫

入試験、スクリューウエイト貫入試験、コーン貫入試験等の調査を行って、軟弱地盤である

かどうかを判定する。

これらの試験等による判定が困難な場合には、必要に応じて土質試験を行い判定するも

のとする。

軟弱地盤の判定の目安は地表面下 10ｍまでの地盤に次のような土層の存在が認められる

場合とする。

ア 有機質土・高有機質土

イ 粘性土で、標準貫入試験で得られるＮ値が２以下あるいは、スクリューウエイト貫入

試験において、100kg 以下の荷重で自沈するもの、又はオランダ式二重管コーン貫入試験

におけるコーン指数（ｑＣ）が４kgf/cm２以下のもの

ウ 砂質土で、標準貫入試験で得られるＮ値が 10 以下あるいは、スクリューウエイト貫入

試験において、半回転数（Ｎｓｗ）が 50 以下のもの、又はオランダ式二重管コーン貫入

試験におけるコーン指数（ｑＣ）が 40kgf/cm２以下のもの

※ 一般的な特徴を表１、表２に示す。

（２） 軟弱地盤対策の検討

軟弱地盤対策を検討する場合には、土地利用計画、各構造物の設計上の対応等を考慮す

るとともに安全性、経済性、効果等を勘案して、適切な対策を選定する必要がある。

なお、その際には、開発事業等の計画から設計、施工及び維持管理までの全般にわたる開

発事業等の流れを念頭において検討しなければならない。

表１ 軟弱地盤の分布する地形と土質

分布地形 土 質

後背湿地 地層の上部に、有機質土や粘土などがかなり厚く堆積していることがある。

三角州低地
粘土と砂が交互に堆積している地盤が多い。地層の下部に厚い粘土層を有する
大規模な軟弱地盤を形成することがある。

海 岸 砂 洲
自 然 堤 防

一般には良好な地盤であるが、地層の上部に緩い地層が厚く堆積し、地層の下
部に厚い粘土層が分布することがある。

おぼれ谷
地層の上部に泥炭や有機質土が、地層の下部に粘土が厚く堆積していることが
多い。

枝 谷
地層の上部に泥炭、有機質土、粘土などが堆積していることが多く、軟弱地盤
の厚さは一般にあまり大きくない。
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表２ 軟弱地盤の工学的な特徴

（３） 設 計

軟弱地盤の設計は、地盤調査の結果に基づく地盤条件に対して、宅地条件、施工条件に合

わせた沈下計算、安定計算等を行い、隣接地も含めた宅地造成上の問題点を検討する。

この結果、土地利用計画上の支障が生じると判断された場合は、対策工の検討を行い、必

要な対策工法（余盛り等による先行盛土、擁壁の杭及び柱胴木基礎等）を選定する。

残留沈下量は 10cm 以下とする。

（４） 軟弱地盤対策工の選定

現地調査、土質調査の資料とともに具体的な対策工については、市町村及び県と協議す

ること。

（５） 計測管理

対策工に応じ、沈下管理（沈下板等）、安全管理、動態観測を行うこと。

地 形 的
分 布 地 域

地盤区分 土層・土質区分
土 質

Ｗn

(%)
ｅn

ｑu
kN/㎡

Ｎ値

泥
炭
質
地
盤

高
有
機
質
土

Pt

ピ ー ト

｛Ｐｔ ｝

繊維質の高有機質土
300

以上

7.5

以上
― ―

泥炭質

枝 谷

粘
土
質

砂

質
黒 泥

｛ｍｋ｝

分解の進んだ高有機質
土

300
～
200

7.5
～
5

おぼれ谷

細
粒
土

Ｆ

有機質土

｛ Ｏ ｝

塑性図Ａ線の下
有機質 200

～

100

5

～

2.5 30

以

下

２

以

下

後背湿地
潟湖成低地

粘
土
質
地
盤

火山灰質
粘性土
｛ Ｖ ｝

塑性図Ａ線の下
火山灰質二次堆積粘性

土
粘土質

粘
土
質

砂

質 シルト

｛ ｍ ｝

塑性図Ａ線の下
ダイレタンシー大

100

～

50

2.5

～

1.25

三角州低地

粘性土

｛ Ｃ ｝

塑性図Ａ線の上又はそ
の付近

ダイレタンシー小臨海埋立地

砂
質
地
盤

砂
・
砂
質
土

Ｓ

砂質土

｛ＳＦ｝

75μ以下15～50％
50
～
30

1.25
～
0.8

―

10

以

下

砂 質

自 然 堤 防
海 岸 砂 州

粘
土
質

砂

質
砂

｛ Ｓ ｝
75μ以下15％未満

30

以下

0.8

以下



技－30

６－２ がけ面の保護（省令第 23 条）

（１） がけ

ア がけの定義

（ア） 「がけ」とは、地表面が水平面に対し 30 度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風

化の著しいものを除く。）以外のものをいう。

（イ） 小段等によって上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端

を含み、かつ、水平面に対し 30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端が

あるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。

（一体ながけ面）

上層のがけ面

下層のがけ面
30度

（別々ながけ面）

上層のがけ面

下層のがけ面

30度

イ がけ全般

（ア） がけの上端に続く地盤面は、地表水による侵食及びがけ地盤へ浸透を防止するた

め、崖の反対方向に勾配を取ること。

なお、がけの反対方向に勾配をとることが不可能な場合であっても、がけ方向に

勾配をとり、がけの上端で地表水を一箇所に集め、堅溝を設ける等の措置を講じる

こと。

（イ） 開発行為によって生じたがけ面は、崩壊、風化、侵食しないように、擁壁の設置、

石張り、芝張り、モルタル吹付その他の措置が講ぜられていること。

（ウ） 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じる

おそれがあるときは、開発区域内の地下水を有効、かつ、適切に排出することがで

きるように、その管渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺

の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量

を有効、かつ、適切に排出することができる排水施設を設けること。
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ウ 切土施工上の留意点

切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、そ

の地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留

の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。

エ 盛土施工上の留意点

（ア） 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、

沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね 30cm 以下の厚さの層に分けて土

を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設

機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他

の措置が講ぜられていること。

（イ） 著しく傾斜している土地において盛土する場合には、盛土する前の地盤と盛土と

が接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられているこ

と。

（ウ） 高盛土（Ｈ=10ｍ以上）については、安定計算を行い、法勾配、法尻擁壁の構造

及び法面保護工を決定すること。また、盛土高Ｈ=５ｍ毎にＢ=１～２ｍの小段を設

け、その部分に排水工を設置すること。

（エ） 盛土施工後の残留沈下量が 10cm 以下、かつ、締固め度が 90％以上となるよう施

工すること。

オ 宅地の安全

開発区域内及び隣接する自然がけが崩壊、落石等による被害が生じるおそれがあると

きで、高さ３ｍを超えるがけの下に建築物を建築する場合において、がけの上端（がけの

上に建築する場合にあっては、がけの下端）からの水平距離ががけの高さの２倍以内の区

域内に建築するときは、がけの形状又は土質に応じて安全な擁壁を設けなければならな

い。ただし、がけの形状又は土質により安全上支障がない場合、この限りでない。

がけ地付近の建築物の制限

建

築

物

≧２Ｈ

θ＞30°

≧２Ｈ

Ｈ＞３ｍ
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（２） 擁壁

ア 適用範囲

次に該当する部分に生じるがけのがけ面は、擁壁で覆わなければならない。

（ア） 切土をした土地の部分に生ずる高さが ２ｍを超えるがけのがけ面

（イ） 盛土をした土地の部分に生ずる高さが １ｍを超えるがけのがけ面

（ウ） 切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが２ｍを超えるがけのがけ面

イ 適用除外

（ア） 切土をした土地の部分に生ずることとなるがけの部分で、次のいずれか一に該当

するもののがけ面については、この限りでない。

ａ 土質が次の表の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の

角度以下のもの

ｂ 土質が前号の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角

度を超え同表の右欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離５ｍ以内の

部分。この場合において、前号に該当するがけの部分により上下に分離されたがけの

部分があるときは、同号に該当するがけは存在せず、その上下のがけの部分は連続し

ているものとみなす。

（イ） 土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、がけの安全を保つために擁壁の

設置が必要でないことが確かめられた場合。

（ウ） 地盤自体が安定していることはもとより、未利用地等で周囲に対する影響が少な

いなどの災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて

他の措置が講ぜられた場合。

土 質
擁壁を要しない
勾配の上限

擁壁を要する
勾配の下限

軟岩（風化の著しいものを除く。） 60度 80度

風化の著しい岩 40度 50度

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土
その他これらに類するもの

35度 45度
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（３） 擁壁の構造・能力（省令第 27 条）

ア 擁壁は、材料、形状等により、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、練積み造等

に分類され、擁壁の選定に当たっては、開発事業等実施地区の適用法令、設置箇所の自然

条件、施工条件、周辺の状況等を十分に調査するとともに、関係する技術基準等を考慮

し、擁壁に求められる安全性を確保できるものを選定しなければならない。

ブロック積（石積）擁壁
ブ ロ ッ ク 積 擁 壁

大 型 ブ ロ ッ ク 積 擁 壁

重 力 式 擁 壁
重 力 式 擁 壁

も た れ 式 擁 壁

逆 Ｔ 型 擁 壁

コンクリート擁壁 片 持 ば り 式 擁 壁 Ｌ 型 擁 壁

逆 Ｌ 型 擁 壁

控 え 壁 式 擁 壁

Ｕ 型 擁 壁

その他のコンクリート擁壁

補強土擁壁

その他の特殊な擁壁

イ 擁壁の高さは、練ブロック積（練石積）においては５ｍまでとし、その他の擁壁におい

ては８ｍまでとすること。

ウ 擁壁の根入れ深さは、Ｈ=50cm 以上とする。ただし、片持ばり式擁壁のように底版（つ

ま先版）を有する形式の擁壁においては底版厚さに 50cm 以上加えたものとする。

また、既存の擁壁及び水路等に接して新たに擁壁を設置する場合は、既設の擁壁及び水

路等の安定計算上、維持管理上支障のない深さまで入れること。

H=50cm 以上 H=50cm 以上

（ａ）練ブロック積 （ｂ）Ｌ型擁壁
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（ｃ）逆Ｔ型擁壁 （ｄ）既存施設に隣接して設置する場合

エ 擁壁の構造は、構造計算、実験等によって、平常時及び地震時において次の（ア）から

（オ）までに該当することが確かめられる資料を添付すること。

ただし、盛土規制法施行令第17条により国土交通大臣の認定を受けた擁壁については、

施工条件を満足している場合は資料の添付の必要はない。

（ア） 土圧、水圧及び自重（土圧等）によって擁壁が破壊されないこと。

（イ） 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。

（ウ） 土圧等によって擁壁の基礎が滑動しないこと。

（エ） 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。

（オ） 背面盛土及び支持地盤を含む全体が安定していること。

※ なお、設計における上載荷重は道路 10kN/㎡、宅地等 ５kN/㎡とし、その他擁

壁の設計条件について下記の指針を参考にすること。

オ 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、水抜穴の周辺その他必

要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。

ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この

限りでない。

カ 擁壁の屈曲する箇所は、隅角を挟む二等辺三角形の部分を鉄筋及びコンクリートで補

強すること。二等辺の一辺の長さは、擁壁の高さ３ｍ以下で 50cm、３ｍを超えるものは

60 ㎝とすること。

技術指針等名 編集者名 発行者名

盛土等防災マニュアル及び同解説 盛土等防災研究会 （株）ぎょうせい

建設省制定土木構造物標準設計2擁壁類 建設省土木研究所 （社）全日本建設技術協会

道路土工 擁壁工指針 H24.8 （社）日本道路協会 （社）日本道路協会

高知県建設工事共通仕様書 高知県 （社）高知県建設技術公社

15cm 以上

H=50cm 以上
H=50cm 以上
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隅角部の補強方法及び伸縮目地の位置

（ａ）立体図 （ｂ）平面図

・擁壁の高さ 3.0ｍ以下のとき ・擁壁の高さ 3.0ｍを超えるとき

ａ＝50cm ａ＝60cm

・伸縮目地の位置

Ｌは擁壁の高さ程度で 2.0ｍ以上とする。
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７ 災害危険区域等の除外（法第 33 条第１項第８号、政令第 23 条の２）

自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあ

っては、次に示す開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開

発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。

（１） 災害危険区域（建築基準法第 39条第１項）

（２） 地すべり防止区域（地すべり等防止法第３条第１項）

（３） 土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律第９条第１項）

（４） 浸水被害防止区域（特定都市河川浸水被害対策法第 56条第１項）

（５） 急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１

項）

８ 樹木の保存、表土の保全（法第 33 条第１項第９号、政令第 23 条の３）

１ha 以上の開発行為にあっては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するた

め、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措

置が講ぜられるように設計が定められていること。

（１） 樹木又は樹木の集団の保存（政令第 28 条の２第１号、省令第 23 条の２）

次に示す健全な樹木又は健全な樹木の集団については、その存する土地を公園又は緑地

として配置する等により、当該樹木又は樹木の集団の保存の措置が講ぜられていること。

ア 高さが 10ｍ以上の健全な樹木

イ 高さが５ｍ以上で、かつ、面積が 100 ㎡以上の健全な樹木の集団(一団の樹林地で樹木

が 10㎡あたりおおむね 1本以上の割合で存する場合)

ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。

（２）表土の保全（政令第 28条の２第２号）

高さが１ｍを超える切土又は盛土をする土地の面積が 1,000 ㎡以上の場合で、切土又は

盛土を行う部分（道路等の植栽の必要がない部分及び植物の生育が確保される部分を除

く。）については、表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が講ぜられていること。
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９ 緩衝帯（法第 33条第１項第 10号、政令第 28 条の３、省令第 23 条の３）

騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある１ha 以上の開発行為にあっては、

開発区域の規模に応じて下記の幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそって

その内側に配置されていなければならない。

ただし、開発区域の周辺に公園、緑地、河川、池沼、海、法面等緩衝効果を有するものが存

する場合には、その幅員の２分の１を緩衝帯の幅員に算入することができる。

10 輸送施設（法第 33 条第１項第 11 号、政令第 24 条）

40ha 以上の開発行為にあっては、道路、鉄道による輸送の便等からみて支障がないと認め

られること。特に必要があると認められる場合には、当該開発区域内に鉄道施設の用に供す

る土地を確保するなどの措置を講ずること。

開発行為の規模 緩衝帯の幅員

１ ha以上 ～ 1.5 ha未満 ４ ｍ

1.5 ha以上 ～ ５ ha未満 ５ ｍ

５ ha以上 ～ 15 ha未満 10 ｍ

15 ha以上 ～ 25 ha未満 15 ｍ

25 ha以上 ～ 20 ｍ
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第５節 小規模開発に伴う調整池設計基準

１ 目的

この基準は、５ｈａ未満の開発によって開発区域の流出機構が変化し、洪水時に流出量が

増加し、既存の河川、水路等の排水施設に流下能力がない場合に設置される調整池について

の技術的基準を定めるものである。

２ 調整池の洪水調節方式

調整池の洪水調整方式は、原則として自然放流方式（穴あきダム）とする。

３ 多目的利用

調整池は、公園、運動場施設等として多目的に利用することができるものとする。

ただし、公園、運動場等を管理する市町村の同意がなければ多目的利用はできないものと

する。

なお、多目的利用に当たっては以下の事項に留意して行うものとする。

（１） 調整池としての機能に支障が生じないよう導入施設や植樹に配慮すること。

（２） 導入施設の利用機能確保のため、湛水頻度やその継続時間に配慮するとともに、利

用者の安全確保のため避難通路等を配置すること。

（３） 調整池の管理者と導入する施設の管理者の間で、機能及び安全衛生上等の管理内容

を定めておくこと。

（４） 調整池の多目的利用にあたっての計画・設計及び管理については「宅地開発に伴い

設置される洪水調節（整）池の多目的利用指針（案）」(建設省建設経済局 昭和 61

年)によるものとする。

４ 計画対象降雨

調整池の洪水調節容量を算定するために用いる降雨規模は 1/30 年超過確率とし、これより

下流河川の計画年超過確率が大きい場合、または、下流が人口集中地区（DID 地区、主に市街

化区域）の場合は、1/50 年超過確率とする。

５ 洪水調整容量の算定

算定方法は、次の、〈その１〉〈その２〉のどちらの方法でもかまわない。

〈その１〉

調整池の洪水調節容量は、宅地開発の行われた後における洪水のピーク流量の値を、

宅地開発の行われる前におけるピーク流量の値まで調節するために必要とする容量を持

つことを基本とし、次の条件を満足しなければならない。

（１） 洪水の規模が年超過確率で、1/3または1/5洪水までは、宅地開発後における

洪水のピーク流量の値を、調整池下流の現状における流下能力の値まで調節す

ること。

（２） 洪水の規模が年超過確率で1/30または1/50の洪水に対して宅地開発後におけ

る洪水ピーク流量の値を、開発前のピーク流量の値まで調整すること。
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（１） の解説

下流河川の流下能力をまず算定し、｛流下能力＝洪水ピーク流量｝として、この洪水のピ

ーク流量に見合う年超過確率を算定する。この年超過確率が 1/3 または 1/5 より大きい場

合、たとえば、1/10 年超過確率であったとすると、(1)の 1/3 または 1/5 を 1/10 に読み代

える。つまり、(1)は「1/10 年超過確率による開発後の洪水ピーク流量を 1/10 年超過確率

による開発前の洪水ピーク流量（＝下流流下能力）まで調整することとなる。

〈その２〉

（３） 調整池下流の流下能力の値が、開発前年超過確率1/3または1/5洪水のピーク

流量の値より大きい場合は、その流下能力の値に相当する開発前の洪水の年超

過確率をもって上記（１）の年超過確率1/3または1/5に代えるものとする。

洪水の規模が年超過確率で、1/30または1/50以内の全ての洪水について、宅地開発後に

おける洪水のピーク流量の値を、調整池下流の流下能力の値まで調節するとした場合の調

整池の洪水調整容量は、1/30または1/50確率降雨強度曲線を用いて求める次のＶの値を最

大とするような容量をもって、その必要調節容量とすることができるものとする。

ｒc 1
Ｖ ＝ (ｒi - ) * ｔi * ｆ * Ａ *

2 360

ここで Ｖ ： 必要調節容量［㎥］

ｆ ： 開発後の流出係数

Ａ ： 流域面積［ha］

ｒc ： 調整池下流の流下能力の値に対応する降雨強度［mm/hr］

ｒi ： 1/30確率降雨強度曲線上の任意の継続時間tiに対応する降雨強度

［mm/hr］

ｔi ： 任意の継続時間［sec］

360
ｒc ＝ Ｑpc *

ｆ * Ａ

ここに ｒc ： 調整池下流流下能力に対応した降雨強度［mm/hr］

Ｑpc： 調整池下流の代表地点における流下能力［㎥/s］

ｆ ： 開発後の流出係数

Ａ ： 当該地点の流域面積［ha］である。
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６ 洪水のピーク流量

洪水のピーク流量は、合理式によるものとし、次式によるものとする。

1
Ｑp ＝ * ｆ * ｒ * Ａ

360

ここに Ｑp ： 洪水のピーク流量（㎥/s）

ｆ ： 流出係数

ｒ ： 洪水到達時間内の平均降雨強度（mm/hr）

Ａ ： 流域面積（ha）

７ 洪水到達時間

合理式に用いる洪水到達時間は、洪水時の雨水が流域から河道へ入るまでの時間（流入時

間）と流量計算地点まで河道を流れ下る時間（流下時間）との和とするが、洪水到達時間を

10 分としてもかまわない。

８ 流出係数、流出率

開発前 山林、畑 0.60

田 0.75

住宅地 0.90

開発後 ゴルフ場、運動場 0.80

住宅地 0.90

９ 計画対象降雨の求め方

調整池の洪水調節容量を算定するために用いる計画対象降雨については、確率短時間降雨

強度式によって求めるものとする。

高知県土木部河川課がＨＰで公表している主要観測所の確率短時間降雨強度式より、開発

区域に最も近い観測所の強度式を用いること。

10 設計堆積土砂

調整池の設計堆積土砂は、工事施行中は 70～240 ㎥/ha/年とし、工事施工期間が１年未満

の場合でも１年を下回らないこととする。

法第 36 条による完了後は、1.5 ㎥/ha/年の沈砂池を残置し、管理者が排土その他の維持管

理に努めること。

11 洪水吐き

調整池には、洪水を処理するための洪水吐きを設けるものとする。

洪水吐きは、200 年に１回起こるものと想定される当該調整池の最上流部の流量(100 年の

1.2 倍）の 1.2 倍以上の流量を放流しうるものとする。（100 年の 1.44 倍）
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12 放流管

放流管の設計流量は「11 洪水吐き」で算定された流量の 1.2 倍とし、放流管に内圧のか

からないように放流管出口が下流水位以下にならないように出口高を決定すること。

管径は 60cm 以上とし、管長が 50ｍ以上の場合は、100cm 以上とする。

また、放流管は鉄筋コンクリート造りとし、ヒューム管、高外圧管等のプレキャスト管を

用いる場合でも、全管長にわたって鉄筋コンクリートで巻くものとする。

放流管は、不等沈下等による破損を防止するため、10ｍ間隔程度ごとに継手を設けなけれ

ばならない。継手構造は可撓性の止水板を用いて水密性を保つものとし、その周辺は鉄筋コ

ンクリートカラーで囲み、カラー本体との間及び本体の突合せ部には、伸縮性のある目地材

を填充して、漏水を生じないよう処理しなければならない。

さらに、放流管の両端部には遮水壁を取付るものとし、管中間には管長 10～15ｍの間隔で

管の全周にわたる遮水壁（うなぎ止めと称される。）を設けて、放流管の外壁に沿う浸透流の

発生を防止する。この遮水壁は放流管の本体と一体構造のものとする。

13 流入口（調整口：オリフィス）

流入口の円形及び矩形の１辺は 20cm 以上とし、流入口周辺にはチリ避けスクリーンを設置

すること。

14 ダムの高さ

ダムの最大堤高は原則として５ｍ以下とする。

15 維持管理面からの設計上留意すべき事項

（１） 美観の向上を図るようにすること。

（２） 不慮の事故に備え、必要に応じ調整池周辺に防護柵、標識等を設置すること。

（３） 調整池内の堆積土砂を搬出できる構造とすること。

（４） 排水管、余水吐き等は、流水、塵埃、土砂により閉塞しない構造とすること。
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16 許容放流量（下流河川の流過能力）

洪水調節容量は許容放流量に支配される。許容放流量は一般に調整池下流河川の流過能力

によって決定される。

下流河川の流下能力には、縦横断測量図を用い、マニングの平均流速公式によって求める。

１
Ｖ ＝ * Ｒ

2/3
* Ｉ

1/2

ｎ

Ｑ ＝ Ａ * Ｖ

ここに Ｖ ： 流速［ｍ/s］

ｎ ： 粗度係数

Ｒ ： 径深（＝Ａ/Ｐ）［ｍ］

Ｉ ： 河床勾配（分数又は少数）

Ａ ： 流水断面積［㎡］

Ｐ ： 潤辺長［ｍ］

Ｑ ： 流量［㎥/s］

粗度係数 n は、対象とする水路の状況により、次の値を標準として用いる。

一般河道または素掘水路 ｎ ＝ 0.03 ～ 0.035

護岸を施した河道 ｎ ＝ 0.03

三面張河道 ｎ ＝ 0.025

トンネルまたはボックス ｎ ＝ 0.023
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17 計算方法

（１） 算定方法〈その１〉 省略

「防災調節池等技術基準（案）」を参照すること。

（２） 算定方法〈その２〉 簡便法

ｒc 1
Ｖc ＝ (ｒi - ) * 60 * ｔi * ｆr * Ａ * ・・・・・・・・・・・(1)

2 360

ａ
ｒi ＝ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

ｔi
ｎ

+ ｂ

ここに Ｖc ： 容量［㎥］

ｒi ： 任意降雨継続時間ｔi の降雨強度［mm/hr］

ｒc ： 下流許容放流量に相当する降雨強度［mm/hr］

ｔi ： 任意の降雨継続時間［min］

ｆr ： 流出率（暫定施設基準においては流出係数）

Ａ ： 流域面積［ha］

ａ,ｂ,ｎ： 降雨強度曲線式の定数

本式による計算は任意ｔiに対するＶiを求め最大となる値をもって必要調節容量とする
dＶ

つもりであり、(1)式に(2)式を代入した(3)式の ＝ 0 となるｔiによって与えられる。
dｔ

ａ ｒc 1
Ｖi ＝ ( - ) * 60 * ｔi * ｆ * Ａ * ・・・・・・・・・（3）

ｔi + ｂ 2 360

dｙ
いま、(3)式の定数項を除いて整理した(4)式を ＝ 0 として微分すると、(5)式のよ

dｔ
うになる。

ａ ｒc
ｙ ＝ ( - ) * ｔ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

ｔ
ｎ

+ ｂ 2

dｙ ａ {( ｔ
ｎ

+ ｂ ) - ｎ * ｔ
ｎ

} ｒc
＝ - ＝ 0 ・・・・・・・・・・(5)

dｔ ( ｔ
ｎ

+ ｂ )
2

2

(5)式をｔ
ｎ

＝ Ｘとおいて整理すると(6)式の２次式となる。

ｒc ｒc ｒc
* Ｘ

2
+ { 2 ( ) * ｂ + ａ ( ｎ - 1 )} Ｘ + ｂ ( * ｂ - ａ ) ＝ 0

2 2 2

・・・・・・・・・(6)

すなわち、最大容量Ｖを与えるｔは、(6)式の根Ｘより(7)式によって求められる。

ｔ ＝ Ｘ
1/ｎ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(7)

このｔを(3)式に代入することによって必要調節量が算出される。


